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１．はじめに

第四次産業革命の時代を迎え，迅速で大胆な挑戦を

行うベンチャー企業・スタートアップ（以下，原則と

して「スタートアップ」という）には，革新的な技術

開発や既成概念にとらわれない斬新なアイディアに

よって，オープンイノベーションの中核的存在とし

て，大企業や中小企業など既存事業会社のインフラ・

リソースを有効活用しつつ，破壊的イノベーションと

もいえる新規事業を創出して産業の新陳代謝を促すこ

とにより，少子高齢化や労働力不足などの様々な社会

課題の解決や我が国の次世代の経済発展を支えていく

ことが期待されている。

政府全体としても，2016 年 4 月に日本経済再生本部

が「ベンチャー・チャレンジ 2020」を取りまとめ，経

済産業省において「日本のスタートアップに次の成長

を。世界に次の革新を。」をキャッチコピーとした

「J-Startup」事業が開始されるなど，ベンチャー・エ

コシステムの構築に向け，単なるブームに終わらせる

ことなく我が国のカルチャーとして根付かせるべく，

政府一体となって取り組んでいるところである。

２．スタートアップと中小企業

表 1にまとめたようにスタートアップには，いわゆ

る「中小企業」とは大きく異なり，設備もマーケット

も職人的技能も，そして信用もない。あるのは革新的

な技術やアイディア，そしてこれを生み出し社会実装

に向けた熱意と行動力を持った人材といった知的資産

だけである。そして，知的資産のコアは知的財産であ

る。つまり，スタートアップの企業価値は「知財その

もの」なのである。

スタートアップを取り巻くベンチャー・エコシステ

ムは中小企業とはまるで異なる。デットよりもエクイ

ティを中心とした資本政策，様々な経営的助言を与え

るアクセラレーターの存在。スピンアウトの場合は出

身大学／企業との関係も経営に関わってくる。また，

IPO や M&A といった「EXIT」の概念。安定経営を

目指す中小企業に，自らの会社を売ることを起業時か

ら選択肢としておく企業があるだろうか。このエコシ

ステムを活性化していくためには，エコシステム全体
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が，スタートアップの企業価値が知財にあることを理

解し，経営ツールとしての知財はどうあるべきかを常

に追求することが求められる。

中小企業スタートアップ

大企業連携の目的 主に新規事業創出 主に製品供給

EXIT IPO やM&A 特になし

スピード 急成長 安定成長

資金調達 投資 融資

表 1：スタートアップと中小企業の違い

企業価値 破壊的技術・アイ
ディア・人材

技能・信用・製造
設備

上述したように，スタートアップはあらゆる業態の

中で最も知財の重要性が高いにもかかわらず，我が国

におけるベンチャー・エコシステムを構成する当事者

間における知財の意識は，業種にもよるが必ずしも高

いとは言えない。特許庁の 2017 年の調査によれば，

創業時点で経営において知財戦略を意識しているス

タートアップは約 2割，医薬・バイオでも 4割強に留

まる（図 1参照）。

図１

一方，ベンチャー・エコシステムが確立されている

米国では，投資家が「知的財産はスタートアップの生

死を分ける」と表現するとおり，知財戦略の重要性は

「常識」だ。近年多くのユニコーンを生み出す中国の

スタートアップも，特許出願の動向や権利買収，媒体

での経営者の発言などから，ハードウェア系だけでな

くソフトウェア・サービス系に至るまで，知的財産に

対する感度は非常に高い。

これには様々な要因が考えられるが，ベンチャー・

エコシステムと，特許庁を含めた知財に関わる人々と

の距離が非常に遠いことが一つの要因である可能性が

ある。従前は，特許庁自ら，中小企業施策に包含され

るものとして「ベンチャー」支援を位置づけてしまっ

ていた。そこで，特許庁では，2017年度より，中小企

業施策とスタートアップ施策を明確に切り分けて課題

の洗い出しや施策検討を進め，2018年 7月には，企画

調査課内に新たに「ベンチャー支援チーム」を設置し

た。そして，スタートアップやベンチャーキャピタル

などベンチャー・エコシステムを構成する当事者を

ターゲットとした知財関連情報を発信するとともに，

ベンチャー・エコシステム特有の知財面の課題を解決

すべく各種施策を企画立案し，早期に実施に移してい

るところである。

ここでは，ベンチャー・エコシステム活性化に向け，

特許庁が洗い出した課題，そしてこれに対応した新し

い支援施策について紹介したい。

３．スタートアップの知財に関する課題

上述したとおり，我が国におけるベンチャー・エコ

システムにおける知財意識が必ずしも高くないこと，

そして，ベンチャー・エコシステムと特許庁を含めた

知財に関わる人々との距離が非常に遠いことを挙げ

た。しかしこれは一つの結果でもあることから，さら

に分析し，課題を以下の 3つに特定した。

（１） 知財戦略の重要性に気づくきっかけがない

スタートアップの経営者には，資金調達や事業計画

策定，プロダクト開発，人材確保など様々な検討事項

がある。この中において，知財は横串としていずれに

も関わりうる観点であるにも関わらず，その専門性・

複雑さ，そして直ちに効果がでるものではなく単にコ

ストであるというイメージ（先願主義などを鑑みれ

ば，気づいたときには手遅れである可能性があるにも

かかわらず）から，検討事項における優先順位を下げ

てしまったり，そもそも検討事項に入れなかったりし

てしまうケースがある。中には，知財に関する気づき

や認識の高い経営者もいるが，前職時代に知財関連の

業務経験があったケースや，社内・関係者の中に知財

業務経験や意識の高いメンバーがいたケースなど，い

ずれも偶発的な要素が大きい。そして，助言を行う立

場にあるベンチャーキャピタルやアクセラレーター

も，必ずしも知財戦略に精通しておらず，残念ながら

「必要になったとき専門家に頼めば良い」程度の意識

しかないことがある。

オープンイノベーションを掲げる大企業との連携な

どを進める場合も，大企業側も，オープンイノベー

ション担当が知財担当を初めから関わらせようとする

意識が低く，知財の検討が十分されないまま連携の最

後の方にようやく知財担当がリスク評価の観点から関
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わらせ，その結果知財担当があたかも連携を阻害する

立場であるように扱われたり，また，連携で生まれた

知財の帰属等に対して依然として下請け的な対応を取

るなど，大企業側も大きな問題を抱えている。

そして，これらの課題の要因として，特許庁自身が

ベンチャー・エコシステム向けの情報発信をほとんど

行えておらず，必要な情報が届いていなかった，とい

うことにも言及しなければならない。

（２） 支援がスピード感に対応できていない

スタートアップは急成長が求められる業態であるに

もかかわらず，特許庁の支援がこのスピードに十分対

応できていなかったことが 2つめの課題である。審査

期間はかつてと比べればかなり迅速となり，世界的に

見ても最速となったが，それでもなお，資金調達や企

業連携の際に権利化されているか否かでその評価が変

わってくることから，スタートアップには，より早い

権利化が望まれるケースがある。

（３） ベンチャー・エコシステムに通じた知財専門

家が不足し，出会えない

ベンチャー・エコシステムと知財に関わる人々との

距離が非常に遠い，ということは，すなわち知財側か

らみても，ベンチャー・エコシステムに通じた者が必

ずしも多くないことの表れである。実際，スタート

アップが知財の必要性に気づき，専門家に相談をしよ

うとしても，スピード感なども含めスタートアップの

経営を理解している知財専門家とはなかなか出会え

ず，結局数少ない口コミに頼っている，という声が聞

かれた。

４．スタートアップ支援施策

上記の課題を踏まえ，特許庁では，様々な支援施策

を企画立案し，実行している（図 2）。ここでは，その

中から，上記 3つの課題に対応した支援施策を紹介す

ると共に，ベンチャー・エコシステム活性化のために，

現在進めている取り組みを紹介する。

図２

（１） 情報発信

「気づき」のきっかけを設けていくためには，やはり

まず情報発信の強化である。特許庁では，まずスター

トアップ向け情報を集約したウェブサイトを 2018年

4月に開設した（http://www.jpo.go.jp/sesaku/kigyo_

chizai/startup.htm）。

そして，このウェブサイトのメインコンテンツとし

て，3つの知財コンテンツをとりまとめた。当該コン

テンツは，先行する国内外のスタートアップの知財戦

略事例集，大企業がスタートアップとのオープンイノ

ベーションを進める上で留意すべき点を集めたベスト

プラクティス集，投資やM&Aの際に必要となる知財

デュー・デリジェンスの手順を紹介する標準手順書か

ら構成される。現在，スタートアップや投資家等の支

援者，オープンイノベーションに取り組みはじめた大

企業等に向けて，イベントなど様々な機会を通じて発

信しているところである。

さらに，今年 8月には，「起業をお考えの方に」と題

して起業を考えた際にまずすべきことを記したページ

を設けたところである。「β版」としての位置づけで

あり，よりわかりやすくしていくために利用者の皆様

からのご意見をいただきながら更新していく予定であ

る。

（２） スーパー早期審査

スタートアップのスピード感への対応として，「ベ

ンチャー企業対応スーパー早期審査」及び「ベン

チャー企業対応面接活用審査」を 2018年 7月 9日よ
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り開始した。前者は，既存のスーパー早期審査制度が

「実施関連出願」かつ「外国関連出願」を対象としてい

るところ，スタートアップの出願についてはこれを緩

和し，「実施関連出願」のみとするものである。これに

より，ファーストアクションまで平均 0.7ヶ月，権利化

まで平均 2.5ヶ月（2017 年実績）という実績がある

スーパー早期審査をより活用しやすくした。既にこの

制度を活用したスタートアップから「迅速に特許を取

得でき大変助かった」との声を聞いている。

また，後者は，通常の早期審査制度を利用した出願

において，スタートアップの申請に基づき，一次審査

通知前に面接を行うことで，スタートアップが戦略的

に質の高い特許を早期に取得できるよう，きめ細かい

サポートを提供できる体制を構築するものである。

（３） スタートアップと知財のコミュニティ

ベンチャー・エコシステムと知財に関わる人々との

距離を縮めるための方策として，既存のベンチャー・

コミュニティに知財の観点を取り込んでいくことが重

要である。スタートアップにおける多くの分野におい

て，情報共有やネットワークの場としてのコミュニ

ティが形成されている。しかし，知財の観点からは，

現時点において一部のコミュニティにおいて弁理士が

定期的に相談会を開催する程度であって，コミュニ

ティの中で知財に関する情報が十分に共有されている

とはいいがたく，そもそも知財に関する情報を共有す

る仕組みができていないのが現状である。

そこで，特許庁では，分野横断的にさまざまな技

術・ビジネスモデルを有するスタートアップや知財の

専門家が集まる知財コミュニティの形成を図ってい

く。その形が具体的であれ，仮想的であれ，新たな技

術や異分野間の連携・融合を図ることで新たなイノ

ベーションのきっかけとするとともに，知財専門家と

ともに最先端の技術やビジネスモデルの知財戦略を構

築することは，今後のスタートアップの経営戦略に知

財戦略をいかに組み込んでいくかを検討する上で非常

に有意義であろう。オープンなイベントと並行して，

クローズドな，信頼で構成されたグループによる深い

議論の場を設け，その議論に関心のある人を少しずつ

巻き込んでいくことによって，より幅広い分野や知識

を有する関係者が，知財をキーワードとして密な関係

を構築できる場にしていければと考えている。

また，コミュニティの場で積極的に活動する知財専

門家は，自然とコミュニティにおける認知度が高まり

信頼関係が構築されていくことで，スタートアップと

のネットワークも広がっていく。スタートアップに

とっては，異なる技術分野のスタートアップや事業会

社との連携により新しいイノベーションを創出する

きっかけを得つつ，適切な知財専門家と出会える場と

して，一方，知財専門家にとっては，スタートアップ

との新たなビジネスの獲得や，スタートアップの最先

端の技術・ビジネスの知識を学ぶ自己研鑽の場とし

て，さらにベンチャーキャピタルなどの投資家やアク

セラレーター，オープンイノベーションに取り組む事

業会社も交えた，スタートアップと知財専門家との距

離を縮めるコミュニティとして機能していくことを期

待している。

そして，将来的には，この知財コミュニティがス

タートアップの成長に資する有益なコミュニティの一

つとしてベンチャー・エコシステムの中に組み込まれ

ていくことが望まれる。

（４） 知財アクセラレーションプログラム（IPAS）

近年，官公庁や地方自治体，大企業，インキュベー

ションセンター，ベンチャーキャピタル，アクセラ

レーターにおいてアクセラレーションプログラムが積

極的に行われている。これは，スタートアップを公募

し，採択されたスタートアップに対して支援を行うプ

ログラムの総称であり，主体の目的に応じて支援内容

は異なっている。特許庁が今年度より新しく始めた

「知財アクセラレーションプログラム」（IPAS：

Intellectual Property Acceleration program for

Startups）は，その名のとおり知財に関する支援を行

うことで事業の加速を図るプログラムであり，知財に

関する関心はあるものの，具体的に何をすべきかわか

らないスタートアップに対して，一定期間，後述する

知財メンタリングチームを派遣するものである。

今年度の「IPAS」では，IT，ものづくり，医薬・バ

イオ・新素材などのさまざまな分野のスタートアップ

を幅広く募集し，厳正な審査を経て 10 社を採択した

（図 3，https://www.ipas.go.jp/）。3 か月間のメンタ

リングとその後のフォローアップの中で，ビジネスに

適した知財戦略を構築することでスタートアップの成

長を促すとともに，その支援モデルを体系化し，他の

スタートアップや支援機関に周知・普及させること

で，ベンチャー・エコシステム全体における知財マイ
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ンドの底上げを図っていく。

今回のプログラムで採択された 10 社が，ベン

チャー・エコシステムにおける知財活用のリードス

タートアップとして活躍し，他のスタートアップのモ

デルとなることを期待している。

図３

・知財メンタリングチーム

スタートアップに対する知財支援としては，知財専

門家である弁理士や弁護士によるメンタリングが考え

られる。しかし，上述したように，スタートアップに

支援を行う上では，スタートアップ特有のビジネスモ

デルや経営に関する課題も把握している必要がある

が，そのようなスキルや経験を十分に有する知財専門

家は稀である。

そこで，本プログラムにおいては，スタートアップ

のビジネスに詳しいベンチャーキャピタル経験者やス

タートアップのビジネスに対してコンサル経験のある

専門家と，弁理士や弁護士などの知財専門家からなる

チームによってスタートアップを支援する。これによ

り，お互いの不足する部分を補完しながらメンタリン

グを行うことができると同時に，お互いのメンタリン

グの様子を直で見ることによって自分に足りない部分

を学ぶことができるため，スタートアップの支援のみ

ならず，専門家の育成にもつながることが期待され

る。

・ナレッジシェアプログラム

IPAS には多くの知財やビジネスの専門家に登録を

いただいた。メンタリングチームに参画いただく専門

家はその一部とならざるを得ないが，スタートアップ

支援の意志を持ち集まった専門家がお互いの知識や経

験をシェアする場を設けることで，互いに学びつつ，

ネットワーキングの機会とすることを目的とするプロ

グラムである。

具体的には，月 1程度の頻度で，登録した専門家や

スタートアップを集め，セミナー形式や専門家による

パネルディスカッションを企画・実行している。これ

に限らず，スタートアップの抱えている知財に対する

課題について，専門家がその解決策を提案するピッチ

のような形式，スタートアップの持っている技術をい

かに強い権利にするかのアイデアソンのような形式な

どインタラクティブな形式も考えられ，参加するス

タートアップや専門家による自発的な提案にも大いに

期待している。

課題にも挙げたように，現在はスタートアップに

とって適切な知財専門家をどのように探すかは困難で

ある。例えば，ウェブ上に掲載されている知財専門家

情報からは，経歴や表面的な専門性は理解できても，

相性やコミュニケーション能力など具体的に会ってみ

ないことにはわからないことも多い。口コミを頼って

みても，他のスタートアップにとって適切な知財専門

家が必ずしも自社にとって適切とも限らない。このナ

レッジシェアプログラムには，できるだけ多くのス

タートアップやビジネスの専門家，そして知財専門家

に参加いただき，スタートアップなどベンチャー・エ

コシステムと知財専門家の距離を縮める機会としたい

と考えている。

（５） 日本発知的財産活用ビジネス化支援事業

（JIP 事業）

JIP（JETRO Innovation Program）事業は，優れた

技術を有するスタートアップの海外展開を，展開しよ

うとする地域毎にハンズオンで一貫支援するプログラ

ムであり，特許庁の補助事業として JETROが実施し

ているものである。

今年度は，シリコンバレー，深セン，ベルリン，

ASEAN（インドネシア，マレーシア，タイ）の 6地域

を対象に，地域毎に現地アクセラレーターと提携し，

ビジネスモデル構築・マーケティング戦略・ピッチト

レーニング等からなる集中研修「BootCamp」を実施

し，提携アクセラレーターによる継続的なメンタリン

グや顧客候補先の発掘，海外展示会やピッチイベント

等によるビジネスマッチング機会の提供を行うもので

ある。
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応募要件として海外展開を検討するスタートアップ

企業であり，かつ，本事業の対象となる技術またはビ

ジネスモデルに関連する特許・実用新案，意匠を登録

または出願済みであることが求められる。

今年度は，支援先として合計 49社の企業を採択し

た。知財をテコに，日本発スタートアップの積極的な

海外展開を支援していきたい。

（６） 投資家向け知財手引書

これまで述べてきた各種の施策は，主にスタート

アップに焦点を当てたものが中心となっている。しか

し，スタートアップにおける知財意識の向上のために

は，投資先の経営に大きな影響力を持つ投資家の役割

が非常に重要である。

例えば，スタートアップの知財意識がいくら高くて

も，投資家がそれを適切に評価できず，また，適切な

知財面の支援を与えられないままでは，資金調達にお

いてスタートアップは適切な価値評価を受けることが

できず，投資したとしても，スタートアップが十分に

知財費用を配分できなかったり，適切な知財戦略を構

築できなかったりすることで，投資家自身も，本来投

資先スタートアップが持つバリューアップのポテン

シャルを十分に活かすことができないという結果を招

きかねない。

そこで，特許庁では，スタートアップの成長ステー

ジごとの事業と知財に対するマイルストーンを設定

し，マイルストーン達成のために投資家が行うべき知

財面のハンズオン支援の具体的内容やスタートアップ

に備えさせるべき知財体制等を整理し，投資家が知る

べき知財手引書としてとりまとめる予定である。

５．CIPOのすすめ

これまで，スタートアップに対する知財戦略の重要

性についての認識を高めるための施策を紹介してき

た。上記の事例集などでは，様々な方法論が示されて

いるが，経営判断において，すぐにできることが一つ

ある。それは，取締役レベルの知財担当責任者である

「CIPO：Chief Intellectual Property Officer」を設置す

ることである。実際，今日のユニコーンと呼ばれる 10

億ドル以上の企業価値を有するスタートアップにおい

ては，その創業期に知財担当役員を置いているケース

が多いと聞く。

人材リソースに限りのあるスタートアップでは，

CIPO は必ずしも専任である必要はない。また，特許

など知財が直接的には技術や法律との関係性が強いよ

うに見えることから，技術担当責任者である CTO や

法務担当責任者である CLO が知財も一応見ているこ

とにしている，というケースが散見される。しかし，

知財戦略が事業戦略と密接に結びつくものであるこ

と，スタートアップにとっては知財が資金調達や企業

価値評価に直接関わるものであること，知財の性質と

して知財そのものによる利益は可視化されづらく一見

コストとして認識されがちであるが長期的視点では間

接的に利益を生む「投資」と類似した特性があること，

を鑑みれば，戦略を司る CEOや CSO，ファイナンス

戦略を司る CFOが兼任する形が好ましいだろう。

知財の知識が高くなくては CIPO を務めることがで

きないということはない。CIPO に任命されること

で，名乗るからには知財を学ばなければならない，と

いう意識が経営層に自発的に芽生えることを期待して

提案するものである。

６．おわりに

特許庁のスタートアップ支援はまだ始まったばかり

であり，まさに我々ベンチャー支援チームもリーンス

タートアップとして試行錯誤を繰り返しながら具体的

に施策を進めている最中である。

今後の特許庁におけるスタートアップ支援につい

て，ぜひみなさまの忌憚のないご意見等をいただけれ

ば幸いである。

(原稿受領 2018. 11. 2)
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